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５００年
ねん

の伝統
でんとう

を誇
ほこ

るふるさとのお祭
まつ

り「江
え

尾
び

十七夜
じゅうしちや

」。 

そのお祭
まつ

りにあなたのセンスを活
い

かして参加
さ ん か

しませんか？ 

“十七夜
じゅうしちや

ポロシャツ”の素敵
す て き

なデザインを考
かんが

えて、 

ふるさとを盛
も

り上
あ

げましょう!! 

応 募 要 領 

● 応募
お う ぼ

資格
し か く

 奥
おく

大山江府
だいせんこうふ

学園
がくえん

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

、町内
ちょうない

在住
ざいじゅう

の高校生
こうこうせい

 

● デザイン
 

のルール 

 

・前面
ぜんめん

、背面
はいめん

どちらのデザインでもよい。 

・  江
え

尾
び

十七夜
じゅうしちや

」の文字
も じ

を入
い

れたデザインとする。 

・子
こ

どもからお年
とし

寄
よ

りまで、男女
だんじょ

を問
と

わず誰
だれ

でも着
き

られるデザイン。 

・お祭
まつ

りの雰囲気
ふ ん い き

や江府町
こうふちょう

のよさ、特長
とくちょう

が表
あらわ

れるデザイン。 

・町外
ちょうがい

に着
き

て出
で

かけて江
え

尾
び

十七夜
じゅうしちや

の宣伝
せんでん

になるデザイン。 

● 色
いろ

 デザインに使
つか

える色
いろ

は２色
しょく

程度
て い ど

 

● 特典
とくてん

 ①応募者
おうぼしゃ

全員
ぜんいん

に粗品
そ し な

進呈
しんてい

 

②デザイン採用者
さいようしゃ

に 1000円分
えんぶん

図書
と し ょ

カード＋デザインしたポロシャツ１枚
まい

 

● しめきり
 

 令和
れ い わ

７年
ねん

１月
がつ

３１日
にち

（金
きん

） 

● 提出先
ていしゅつさき

 奥
おく

大山江府
だいせんこうふ

学園
がくえん

各校舎
かくこうしゃ

または江府町
こうふちょう

商工会
しょうこうかい

（JR江
え

尾
び

駅
えき

構内
こうない

に回収
かいしゅう

ＢＯＸ
ぼ っ く す

設置
せ っ ち

） 

● 提出
ていしゅつ

方法
ほうほう

  持参
じ さ ん

 または 郵送
ゆうそう

 

（郵送の場合）〒689-4401 日野郡江府町江尾 2076-4 江府町商工会 宛 

● その他
た

 採用
さいよう

 されたデザインはアイディアとしての採用
さいよう

 とし、ポロシャツ製作
せいさく

 の

都合
つ ご う

により加工
か こ う

や変更
へんこう

等
とう

を行
おこな

う場合
ば あ い

があることをあらかじめご了 承
りょうしょう

くだ

さい。 
  

【お問い合わせ】 

江府町学校運営協議会事務局 

奥大山江府学園（ブナの森校舎） 担当：教頭 山本 育朗 

電話：７７－２２２０ 

 

 

 

 

 

 

参画

愛
カタチ

十七夜 
ポロシャツ 
2024 



 

 

 

応 募 規 約  

 

第１条 (著作権の帰属) 
１ 制作者の有する著作権を制作者本人(以下乙とする)から江府町商工会女性部(以下甲

とする)に譲渡あるいは移転するものではないことを甲及び乙は確認する。 
 
第２条 (制作物への利用許諾) 
１ 乙は甲に対し、本著作物に関して衣類として複製し、販売することについて独占的

利用を許諾する。 

２ この利用許諾により、この契約の有効期間中、乙は本著作物を利用する許諾を第三
者に対し行わないこととする。 

３ 制作物を甲の運営するＳＮＳや公式サイトの広告活動において使用する場合があり、
乙に対し報告義務を負わないものとする。 

４ 各種制作物の数量は上限を定めず、また生産時期に関して乙は甲に委任するものと
する。 

５ 乙の制作に関して、肖像権、商標権、著作権ほか第三者のいかなる権利も侵害して
いないことを乙が保証し、第三者からの権利侵害、損害賠償などのクレーム、裁判
に発展の場合は、全て乙が責任し費用負担を負うものとし、甲は一切の責任を負わ
ないものとする。 

 

第３条（制作物の改変） 
１ 甲は乙の本著作物に関し、乙の許諾なく改変することが出来るものとする。 
 
第４条 (制作に対する返応) 
１ 甲は乙に対し、乙の本著作物を複製利用した衣類を一着無償譲渡するものとする。 
２ 乙の著作物に対し、甲から乙に対する著作物使用料は発生しないものとする。 
３ 制作物の販売における甲から乙への売上金もしくはその一部の譲渡はないものとす

る。 
 
第５条 (契約期間) 
１ 本契約は、著作物の採用を甲から乙に報告した日から有効となり、甲乙一方から解

除の申請を行わない限り一年間有効とする。 
２ 本契約の内容の変更は甲乙双方の同意の場合のみ可能とする。 
 
第６条 (応募時の許諾) 
１ 本募集に対して応募を送信した時点で、本契約各条項に全て許諾したものとする。 
２ 本募集における甲からの採用報告が乙になされるまでは、乙一方からの希望により

応募を取り消すことが出来るものとする。 
３ 不採用とした著作物を甲は許可なく使用することはできない。 

 

 


